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Ｑ
　
会
社
の
再
建
を
考
え
て
い
ま
す
。

民
事
再
生
手
続
の
概
要
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
場

合
に
破
産
手
続
で
は
な
く
民
事
再
生
手

続
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し

ょ
う
か
。
（
Ｍ
さ
ん
・
三
五
歳
、
会
社

経
者
）

Ａ
　
今
回
は
、
民
事
再
生
手
続
の
概
要

と
手
続
選
択
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
の

ご
相
談
で
す
。

　
民
事
再
生
手
続
は
、
経
済
的
に
窮
境

に
あ
る
債
務
者
に
つ
い
て
、
債
権
者
の

多
数
の
同
意
を
得
、
か
つ
、
裁
判
所
の

弁
護
士
　

皆

川

岳

大

〜
弁
護
士
コ
ラ
ム
　
第
９
回
〜

認
可
を
受
け
た
再
生
計
画
を
定
め
る
こ

と
等
に
よ
り
、
債
務
者
と
そ
の
債
権
者

と
の
間
の
民
事
上
の
権
利
関
係
を
適
切

に
調
整
し
、
債
務
者
の
事
業
ま
た
は
経

済
生
活
の
再
生
を
図
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
再
建
型
の
倒
産
処
理
手
続
で
す

（
民
事
再
生
法
１
条
参
照
）
。
再
建
型

と
い
う
点
に
お
い
て
、
清
算
型
の
倒
産

処
理
手
続
で
あ
る
破
産
手
続
と
は
異
な

り
ま
す
。

　
民
事
再
生
手
続
の
よ
う
な
再
生
型
の

倒
産
手
続
を
選
択
す
る
た
め
に
は
、
事

業
再
生
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
事
業
再
生
の
可
能
性
が
な
い

場
合
に
は
、
破
産
手
続
を
選
択
せ
ざ
る

を
得
な
い
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

民
事
再
生
手
続
を
選
択
で
き
る
か
否
か

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
事
情
を
考
慮
し

て
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
経
営
者
の
再
生
意
欲
と
従
業
員
の
協
力

　
民
事
再
生
手
続
に
お
い
て
は
、
債
務

者
は
、
原
則
と
し
て
、
業
務
遂
行
権
及

び
財
産
管
理
処
分
権
を
失
わ
な
い
こ
と

か
ら
、
従
前
の
経
営
陣
が
当
面
経
営
に

あ
た
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
経
営
者
の

再
生
意
欲
と
従
業
員
の
協
力
が
不
可
欠

で
す
。

②
営
業
が
黒
字
に
な
る
見
込
み
　

　
再
生
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
事
業
収

益
が
見
込
め
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

③
資
金
繰
り
　

　
会
社
を
再
建
す
る
た
め
に
は
事
業
を

継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

資
金
繰
り
が
続
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

④
事
業
継
続
に
必
要
な
資
産
の
確
保

　
事
業
継
続
に
必
要
不
可
欠
な
資
産

（
例
え
ば
工
場
）
に
担
保
権
が
設
定
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
資

産
を
継
続
的
に
使
用
で
き
る
よ
う
に
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑤
債
権
者
の
協
力
見
込
み

　
再
生
計
画
案
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に

は
、
債
権
者
の
一
定
数
の
同
意
が
必
要

で
あ
る
か
ら
、
主
要
な
債
権
者
が
再
建

に
反
対
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
民

事
再
生
手
続
き
の
選
択
は
困
難
で
す
。

⑥
ス
ポ
ン
サ
ー
企
業
の
存
在

　
債
務
者
単
独
で
は
、
事
業
再
生
可
能

性
が
乏
し
い
場
合
で
も
、
い
わ
ゆ
る
ス

ポ
ン
サ
ー
企
業
（
債
務
者
の
事
業
再
生

に
協
力
す
る
企
業
）
が
い
れ
ば
、
再
生

が
可
能
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
左
上
に
、
参
考
の
た
め
に
、
大
阪
地

方
裁
判
所
で
の
標
準
的
な
民
事
再
生
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
掲
載
し
ま
し
た
。
旭

川
地
方
裁
判
所
管
轄
で
の
民
事
再
生
申

立
の
例
は
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

旭
川
地
方
裁
判
所
で
は
、
裁
判
所
主
催

の
債
権
者
集
会
は
開
か
れ
て
い
な
い
例

も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
民
事
再
生
を
申
立
て
る
会
社

と
し
て
は
、
ど
の
く
ら
い
債
務
を
カ
ッ

ト
（
免
除
）
し
て
も
ら
う
こ
と
が
可
能

な
の
か
と
い
う
点
が
最
大
の
関
心
事
と

思
わ
れ
ま
す
の
で
そ
の
点
に
つ
い
て
若

干
説
明
し
ま
す
。
民
事
再
生
の
弁
済
率

（
債
務
の
免
除
割
合
）
の
上
限
に
つ
い

て
決
ま
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
下
限
に

つ
い
て
は
、
破
産
し
た
場
合
に
予
想
さ

れ
る
配
当
率
（
破
産
配
当
率
）
よ
り
も

高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
限

が
あ
り
ま
す
。
実
務
上
は
、
弁
済
率
30

％
未
満
の
事
件
が
多
数
を
占
め
る
よ
う

で
す
。
ま
た
、
旭
川
地
方
裁
判
所
の
案

件
で
は
弁
済
率
10
％
以
下
（
90
％
以
上

の
カ
ッ
ト
）
で
も
債
権
者
の
同
意
が
得

ら
れ
た
事
例
も
あ
り
ま
す
。

　
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
て
、

民
事
再
生
手
続
に
よ
っ
て
、
会
社
を
再

建
す
る
こ
と
が
可
能
か
否
か
を
判
断
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
判
断
に

つ
い
て
は
、
弁
護
士
等
の
専
門
家
に
相

談
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　
面
識
の
あ
る
弁
護
士
が
い
な
い
場
合

に
は
、
「
ひ
ま
わ
り
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
」

（
０
５
７
０
・
０
０
１
・
２
４
０
）
に

お
電
話
下
さ
れ
ば
、
再
来
年
の
10
月
ま

で
無
料
（
初
回
30
分
ま
で
）
で
相
談
を

受
け
る
弁
護
士
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

民
事
再
生
手
続
き
に
つ
い
て
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同日
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［債務者］再生手続開始申立て 

保全処分発令・監督命令発令 

手続開始決定 

［債務者］財産目録・報告書等
の提出期限 

債権届出期限 

［債務者］認否書提出期限 

一般債権調査期間始期（終期
８月２７日） 

［債務者］再生計画案提出期限 

監督委員による報告書提出期限 

決議のための債権者集会招集
決定 

債権者集会期日・認可決定 

官報公告掲載 

認可決定確定 

監督委員による履行監督 

民事再生手続の
一般的なスケジュール例


